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矢沢地域振興会 平成３１年度定期総会 

 

日 時 平成 31 年 4 月 13 日（土） 

    17 時〜18 時 

場 所 矢沢振興センター講堂 

 

 

次    第 

１．開  会 

２．会長挨拶 

３．祝  辞 

４．議長選出 

５．議事録署名人及び書記の指名 

６．議  事 

 

議案第１号 平成３０年度事業報告並びに収支決算 

の承認について 

 

  議案第２号 平成３１年度事業計画（案）並びに 

収支予算（案）について 

 

  議案第３号 平成３１年度会費の額及び納入方法について 

 

  議案第４号 矢沢地域振興会規約改正について 

    

 

7．その他 

 

8．閉 会 
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議案第 1 号 平成３０年度事業報告並びに収支決算の承認について 

第１ 事業報告 

（１）事業経過報告 

年 月 日 摘    要 

平 30 4 01 事務局員３名に辞令書交付 

 
4 01 

矢沢地域振興会報「やまぼうし」第 45 号発行 

順次毎月 2 回、3 月 15 日号の第 67 号まで発行 

 
4 11 

「やさわこども広場」開催 

以後 8 月を除き月 2 回（水曜日）、年 22 回開催 

 
4 12 

「照井亮次郎パネル展」 

（矢沢振興センターで 5 月 8 日まで開催） 

 
4 14 

定期総会（矢沢振興センター講堂） 

【議 事】 

（１）平成 29 年度事業報告並びに収支決算の承認について 

（２）平成 30 年度事業計画（案）並びに収支予算（案）につ

いて 

（３）平成 30 年度会費の額及び納入方法について 

 
4 23 

第 1 回役員会開催 

【議 事】 

（１）次期役員の選出について 

（２）役職の互選について 

（３）特定事業部会会員の選任について 

（４）地域づくり交付金事業の執行並びに花巻市へ 

の統一要望項目の取りまとめについて 

（５）臨時総会提出議案について 

① 承認事項 矢沢地域振興会役員の承認について 

          規約第 5 条第 2 項の規定に基づき役員

の承認を求める 

② 報告事項 平成 30 年度事業計画・収支予算につ 

いて 

 
4 27 

臨時総会（矢沢振興センター大広間） 

【議 事】 

（１）矢沢地域振興会役員の承認について 

（２）平成 30 年度事業計画並びに収支予算の報告について 

 
5 25 

明老大学開講式、講演：髙橋信雄花巻市博物館館長 

明老大学は月 1 回、2 月 21 日の閉講式まで 10 回開催 
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6 01 季刊「やまぼうし」第 24 号発行 

 
6 14 自然探訪教室（櫃

ひつ

取
とり

高原）、以後八幡平、須川高原と年 3 回

開催 

 
6 18 交付金事業査定委員会開催（7 名） 

 
7 02 

第 2 回役員会開催 

【議 事】 

（１）交付金事業の執行について 

（２）花巻市への統一要望項目の取りまとめについて 

（３）矢沢地域振興会理事・監事の選出（交替）について 

 
7 30 

伝統芸能振興事業部会 

第 11 回矢沢伝統芸能伝承大会開催について 

 
7 26 夏休みこども工作教室（台焼き実施：11 人参加） 

 
8 27 

矢沢地区地域リーダー研修会 36 人聴講 

（矢教振、自公連、矢振会共催：矢沢振興センター） 

講演：「災害に備えて」 

講師：花巻市総合政策部防災危機管理課 工藤剛 防災対策監 

 
8 30 「平泉歴史探訪講座」29 人参加（胡四王史談会共催） 

 
9 01 季刊「やまぼうし」第 25 号発行 

 
9 21 伝統芸能伝承大会実行委員会 

 
10 30 

矢沢地区市政懇談会（矢沢振興センター） 19 人参加 

 懇談テーマ「空き家対策」「農業担い手対策」「自由意見」 

 
11 09 

花巻市長へ東十二丁目地内信号機存続の要望書提出 

同じく 11 月 15 日に花巻警察署長へ提出 

 
11 

10 

11 
矢沢地区文化祭（ステージ発表は 11 日のみ） 

 
11 18 第 11 回矢沢伝統芸能伝承大会 

 
12 01 季刊「やまぼうし」第 26 号発行 

 
12 05 ニュースポーツ講習会（矢沢振興センター） 35 人参加 

 
12 31 

高齢者対策事業  75 歳以上のひとり暮らしの方へ 

お節料理を贈呈（151 世帯） 
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（２）地域づくり交付金事業の実施状況 

 別紙１「平成 30 年度事業実施額の内訳」のとおり。 

 

（３）矢沢振興センター受託管理事業 

 花巻市の指定委託により、矢沢地域振興会が矢沢振興センター及び矢沢地

区社会体育館の管理を行った。 

 

（４）矢沢地域統一要望 

 平成 30 年度は、矢沢地域統一要望の提出を見送った。 

 

 
1 11 

冬休みこども講座「昔あそび・こびり作り」 

世代間交流（小学生、老人クラブ 80 人参加） 

 
1 16 

高齢者介護予防事業「ジャズ体操による健康づくり」 

以後、2 月 20 日まで矢沢振興センターで 6 回開催 

平 31 1 27 
ニュースポーツ交流大会（スティックボール・デスゲッター）

30 人参加  高松第一行政区総合優勝 

 
2 19 

コミュニティ会議生涯学習研修会  事務局長出席 

「今やっている事業はこのままでいい？社会的還元＋地区連

携の視点で見直す事業棚卸のススメ」 

講師：一般社団法人結学舎 代表理事似内一弘氏 

 
2 21 明老大学閉講式（精勤賞 29 人、皆勤賞 7 人）、映画鑑賞 

 
3 01 季刊「やまぼうし」第 27 号発行 

 
 3 19 

コミュニティ会議と市との協議の場（全体） 押切会長出席 

（１） 平成 30 年度地域づくりサポート業務（報告） 

（２） 平成 31 年度地域づくりサポート業務（説明） 

（３） 平成 30 年度地域自治に関する懇談会（報告） 

 
3 27 

第 3 回役員会 

【議 事】 

（１）平成 30 年度補正予算について 

（２）平成 31 年度定期総会の開催について 

① 平成 30 年度事業報告・収支決算について 

② 平成 31 年度事業計画（案）・収支予算（案） 

③ 平成 31 年度会費の額及び納入方法について 

④ 矢沢地域振興会規約の改正について 

（３）各種団体合同総会の開催について 

 
3 29 誕生記念プレゼント事業（６人の赤ちゃん） 
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第２ 平成 30 年度収支決算 

 

１ 一般会計収支決算書 

 

（１） 収入の部                           （単位：円） 

科  目 
本年度予

算額 

予算補

正額 

補正後予算 

Ａ 

本年度決

算額Ｂ 

増  減 

Ｂ-Ａ 
摘  要 

1.市交付金 11,600,000 0 11,600,000 11,600,000 0 
花巻市地域づく

り交付金 

2.会  費 218,000 0 218,000 217,000 △1,000 
2,170 戸× 100

円 

3.繰 越 金 146,447 0 146,447 146,447 0  

4.負 担 金 120,000 0 120,000 120,000 0 5 団体 

5.雑 収 入 145,553 0 145,553 141,247 △4,306 
印刷代 

貯金利息（63 円） 

6.繰  入 0 0 0 0 0  

計 12,230,000 0 12,230,000 12,224,694 △5,306 
 

 

 

（２）支出の部        （単位：円） 

科  目 
本年度予

算額 

予算補正

額 

補正後予

算額 Ａ 

本年度決

算額 Ｂ 

増  減 

Ｂ-Ａ 
摘  要 

1.事務的経費 2,420,000 400,000 2,820,000 2,710,901 △109,099  

(1)役員報酬 840,000 0 840,000 840,000 0 

会長 360,000 円 

副会長（2 名）

480,000 円 

(2)役員手当 60,000 17,000 77,000 72,000 △5,000  

(3)賃 金 120,000 480,000 600,000 600,000 0 事務局長の一部 

(4)会 議 費 100,000 △17,000 83,000 82,812 △188 総会、役員会 

(5)需 用 費 1,200,000 20,000 1,220,000 1,116,089 △103,911 

電気料・事務用

品・通信料・リー

ス・カウント料 

(6)備品購入費 100,000 △100,000 0 0 0  

2.事 業 費  9,550,000 △362,000 9,188,000 9,189,873   1,873 
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科  目 
本年度予

算額 
予算補正額 

補正後予

算額Ａ 

本年度決

算額Ｂ 

増  減 

Ｂ－Ａ 
摘  要 

(1) 特定事業

部会事業 
3,600,000 △450,000 3,150,000 3,152,669 2,669 

１ 生涯学習 

２ 高齢者対策 

３ 子育て支援 

４ 伝統芸能振興 

５ ニュースポー

ツ推進 

６ 災害対策 

７ 地域情報 

(2)重点事業 1,350,000 △567,000 783,000 783,000 0 

１ ふるさと観光 

２ スポーツ振興 

３ 環境保全 

(3)一般事業 3,300,000 △60,000 3,240,000 3,239,272 △728 

１ 防犯対策 

２ 交通安全対策 

３ 生活道路整備 

４ 教育振興対策 

（4）その他ビジョ

ンに示す事業 
1,300,000 715,000 2,015,000 2,014,932 △68 

公民館の設備整備

備品更新等 

3.雑  費 160,000 △38,000 122,000 82,602 △39,398  (自主財源) 

4.予 備 費 100,000 0 100,000 0 △100,000 (自主財源) 

5.繰  出 0 0 0 0 0  

計 12,230,000 0 12,230,000 11,983,376 △246,624  

次年度繰越金 収入 12,224,694 円 ― 支出 11,983,376 円 ＝ 残高 241,318 円 

 

（３）積立金収支(自主財源)の部                  （単位:円） 

科  目 
本年度予算

額 A 

予 算 補

正額 

補正後

予算 

本年度決

算額 B 

増 減 

B-A 
摘  要 

期首積立

金 
965,000 0 965,000 965,000 0 

国道改体協

215,381 円 

その他 

749,619 円 

当 期 

増 減 

繰

出 
0 0 0 0 0 

 

繰

入 
0 0 0 0 0 

期末積立

金 
965,000  965,000 965,000 0 

 

 

（４）交付金の使用状況 

交付金は全額を事業費及び事務的経費に充当し、交付金繰越額はありません。 

交付金の額を超過する部分は自主財源で対応しました。 

交付金とその利息の合計額  11,600,063 円 

事務的経費と事業費の合計  11,900,774 円 
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２ 矢沢振興センター受託管理特別会計収支決算書  

 

（１）収入の部                            （単位：円） 

科  目 
本年度予

算額 

予算補

正額 

補正後

予算 A 

本年度決算額
B 

増 減 

B – A 
摘   要 

1.管理委託料 5,226,000 0 5,226,000 5,226,000 0 花巻市より 

2.雑 収 入 0 0 0 9 9 貯金利息 

3.繰 入 0 0 0 0 0  

4.繰 越 金 460 0 460 460 0 自主財源分 

計 5,226,460 0 5,226,460 5,226,469 9  

 

（２）支出の部        （単位：円） 

次年度繰越金 収入 5,226,469 円 － 支出 5,226,091 円 ＝ 残高 378 円 

 

科  目 
本年度予

算額 

予 算 補

正額 

補正後

予算 A 

本年度決

算額 B 

増 減 

B – A 
摘  要 

1.人件費 4,489,000 △279,000 4,210,000 4,208,967 △1,033  

(1)給与 3,729,000 △114,000 3,615,000 3,614,800 △200 
事務局員 

3 人分 

(2)諸手当 200,000  △177,000 23,000 22,680 △320 
事務局員 

1 人分 

(3)賃金 240,000 0 240,000 240,000 0 管理 

(4)福利厚生費 320,000 12,000 332,000 331,487 △513 
事務局員 

2 人分 

(5)その他 0 0 0 0 0  

2.運営費 737,460 279,000 1,016,460 1,017,124 664  

(1)消耗品費 20,000 0 20,000 19,483 △517  

(2)燃料費 210,000 50,000 260,000 244,481 △15,519 灯油 

(3)光熱水費 50,000 △8,000 42,000 41,591 △409  

(4)修繕費 50,000 81,000 131,000 130,754 △246 
大広間の障子、

事務室の不凍

栓の修理等 

(5)通信費 110,000 0 110,000 110,008 8 電話代 

(6)印刷製本費 5,000 △5,000 0 0 0  

(7)委託料 280,000 △80,000 200,000 201,440 1,440 清掃・除雪費 

(8)その他 12,460 241,000 253,460 269,367 15,907  

計 5,226,460 0 5,226,460 5,226,091 △369  
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３ 矢沢地区社会体育館受託管理特別会計収支決算書 

（１）収入の部 

科  目 
本年度 

予算額 

予算 

補正額 

補正後 

予算Ａ 

本年度決算

額Ｂ 

増減Ｂ－Ａ 
摘要 

1 管理委託料 473,000 0 473,000 473,000     0 花巻市より 

2 雑収入 0 0 0 0 0  

3 繰入 0 0 0 0     0  

4 繰越金 799 0 799 799 0  

   計 473,799 0 473,799 473,799     0  

（２）支出の部 

科  目 
本年度

予算額 
予算補正額 

補正後予算

Ａ 

本年度 

決算額Ｂ 
増減Ｂ－Ａ 摘要 

1 管理費 362,000 △49,000 313,000 312,260 △740  

（1）賃金 32,000 0 32,000 32,000 0 管理 

(2) 委託費 330,000 △49,000 281,000 280,260 △740 管理、清掃 

２運営費 111,799 49,000 160,799   160,821 22  

（1）消耗品 22,000 13,000 35,000  34,489 △511  

（2）燃料費 4,000 △4,000 0 0 0  

（3）修繕費 50,000 △50,000 0 0 0  

（4）その他 35,799 90,000 125,799 126,332 533  

  計 473,799 0 473,799 473,081 △718  

次年度繰越金       

次年度繰越金 収入 473,799 円 ― 支出 473,081 円 ＝ 残高 718 円 

 

４ 監 査 報 告 

 平成 31 年 4 月 8 日に関係書類を監査した結果適正に処理されていることを認めます。 

 

平成 31 年 4 月 13 日      

 

 

監 事  多 田 淳 悦   印 

 

       監 事  川 村 育 子   印 
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議案第 2 号 平成３１年度事業計画並びに収支予算（案）について 

第１ 平成３１年度事業計画（案） 

 

基本方針 

 矢沢地域振興会は、矢沢地域ビジョンを積極的に活用しながら、幅広い地域住民

の積極的な参画・協働による活発な地域づくり（生涯学習を含む）活動を行い、健

康でこころ豊かな住みよい矢沢地域の実現に資する。 

１. 地域づくり交付金事業 

矢沢地域ビジョン「愛おしき矢沢」を活用し、特定事業部会で検討した事業、 

重点事業、一般事業及びその他矢沢地域ビジョンに示す事業の区分により、地区

の要望を取り入れながら、活発に展開実施する。 

 

（１）特定事業部会事業 

① 生涯学習事業 

② 高齢者対策事業 

③ 子育て支援事業 

④ 伝統芸能振興事業 

⑤ ニュースポーツ推進事業 

⑥ 災害対策事業 

⑦ 地域情報事業 

（２）重点事業 

① ふるさと観光振興事業 

② スポーツ振興事業 

③ 環境保全活動事業 

（３）一般事業 

① 防犯対策事業 

② 交通安全対策事業 

③ 生活道路整備事業 

④ 教育振興対策事業 

(４) その他矢沢地域ビジョンに示す事業 

 

2. 矢沢振興センター受託管理事業 

  花巻市の指定管理委託により、矢沢地域振興会が矢沢振興センター及び矢沢地

区社会体育館の管理を行う。 

 

3. 矢沢地域統一要望 

矢沢地域ビジョンを活用しながら矢沢地域における諸課題を掘り起こし、その

対策について、花巻市長に対し統一的に要望する。 
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第 2 平成３１年度収支予算（案） 

 １ 一般会計収支予算（案） 

 

（１） 収入の部                            (単位：円) 

科  目 
本年度予算額 

A 

前年度予算額 

（補正後）B 

増  減 

A-B 
摘  要 

1.市交付金 11,600,000 11,600,000 0  

2.会  費 216,000 218,000 △2,000 2,160 戸×100 円 

3.繰 越 金 241,318 146,447 94,871  

4.負 担 金 120,000 120,000 0 他団体事務負担 

5.雑 収 入 102,682 145,553 △42,871 印刷代、貯金利息他 

6.繰  入 0 0 0  

計 12,280,000 12,230,000 50,000  

 

（２）支出の部        (単位：円) 

科  目 
本年度予算額 

A 

前年度予算額 

（補正後）B 

増  減 

A-B 
摘  要 

1.事務的経費 2,910,000 2,820,000 90,000  

(1)役員報酬 840,000 840,000 0 会長、副会長 

(2)役員手当 70,000 77,000 △7,000  

(3)賃 金 600,000 600,000 0 事務局長 

(4)会 議 費 100,000 83,000 17,000  

(5)需 用 費 1,220,000 1,220,000 0 
電気料・事務用品・通信

料・リース・カウント料 

(6)備品購入費 80,000 0 80,000  

2.事 業 費  9,170,000 9,188,000 △18,000  

（1）特定事業 

部会事業 
3,100,000 3,150,000 △50,000 

１ 生涯学習事業 

２ 高齢者対策事業 

３ 子育て支援事業 

４ 伝統芸能振興事業 

５ ニュースポーツ 

推進事業 

６ 災害対策事業 

７ 地域情報事業 

（2）重点事業 900,000 783,000 117,000 

１ ふるさと観光振興事業 

２ スポーツ振興事業 

３ 環境保全活動事業 

（3）一般事業 3,100,000 3,240,000 △140,000 

１ 防犯対策 事業 

２ 交通安全対策事業 

３ 生活道路整備事業 

４ 教育振興対策事業 

（4）その他ビジョ

ンに示す事業 
2,070,000 2,015,000 55,000 公民館事業等 
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科  目 
本年度予算額 

A 

前年度予算額 

（補正後）B 

増  減 

A-B 
摘  要 

3.雑  費 100,000 122,000 △22,000  (自主財源) 

4.予 備 費 100,000 100,000 0 (自主財源) 

5.繰  出 0 0 0  

計 12,280,000 12,230,000 50,000  

 

 

（３）積立金収支（自主財源）の部                （ 単位:円） 

科   目 
本年度予算額 

A 

前年度予算額 

（補正後）B 

増 減 

A-B 
摘  要 

 期首積立金 965,000 965,000 0 
国道改対協 215,381 円 

その他   749,619 円 

 当 期 

 増 減 

繰出 0 0 0  

繰入 0 0 0 

 期末積立金 965,000 965,000 0  

 

 

 

 ２ 矢沢振興センター受託管理特別会計収支予算（案） 

 

（１） 収入の部                                           （単位 : 円） 

科 目 
本年度予算額 

A 

前年度予算額 

（補正後）B 

増 減 

A－B 
摘  要 

1.指定管理料 5,226,000 5,226,000 0 花巻市より 

2.雑収入 0 0 0  

3.繰入 0 0 0  

4.繰越金 378 460 △82  

収入合計 5,226,378 5,226,460 △82  

 

（２） 支出の部                                                （単位 : 円） 

科 目 
本年度予算額 

A 

前年度予算額

（補正後）B 

増 減 

A－B 
摘  要 

1.人件費 

(1)給与 

(2)諸手当 

(3)賃金 

(4)福利厚生費 

(5)その他 

4,405,000 

3,615,000 

200,000 

240,000 

350,000 

0 

4,210,000 

3,615,000 

23,000 

240,000 

332,000 

0 

195,000 

0 

177,000 

0 

18,000 

0 

 

事務局員 3 人分 

通勤費、超過勤務 

管理 

事務局員 2 人分 
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科 目 本年度予算額 

Ａ 

前年度予算額 

（補正後）Ｂ 

増減 

Ａ－Ｂ 

 

2.運営費 

(1)消耗品費 

(2)燃料費 

(3)光熱水費 

(4)修繕費 

(5)通信費 

(6)印刷製本費 

(7)委託料 

(8)その他 

821,378 

20,000 

250,000 

50,000 

100,000 

110,000 

0 

280,000 

11,378 

1,016,460 

20,000 

260,000 

42,000 

131,000 

110,000 

0 

200,000 

253,460 

△195,082 

0 

△10,000 

8,000 

△31,000 

0 

0 

80,000 

△242,082 

  

 

灯油代 

 

 

 

 

清掃、除雪費 

支出合計 5,226,378 5,226,460 △82  

 

 ３ 矢沢地区社会体育館受託管理特別会計収支予算（案） 

  

（１） 収入の部                                           （単位 : 円） 

科 目 
本年度予算額 

A 

前年度予算額 

（補正後）B 

増 減 

Ａ－Ｂ 
摘  要 

1.指定管理料 473,000 473,000 0 花巻市より 

2.雑収入 0 0 0  

3.繰入金 0 0 0  

4.繰越金 718 799 △81  

収入合計 473,718 473,799 △81  

 

（２）支出の部  

科目 本年度予算額 

   Ａ 

前年度予算額 

（補正後）Ｂ 

増 減 

Ａ－Ｂ 
摘   要 

１．管理費 332,000 313,000 19,000  

（１） 賃金 

（２） 委託料 

32,000 

 300,000 

32,000 

281,000 

0 

19,000 

管理事務 

管理・清掃 

２．運営費 141,718 160,799 △19,081  

（１） 消耗品費 

（２） 燃料費 

（３） 修繕費 

（４） その他 

37,000 

4,000 

60,000 

40,718 

35,000 

0 

0 

125,799 

2,000 

4,000 

60,000 

△85,081 

 

 473,718 473,799 △81  
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議案第３号  平成 31 年度会費の額及び納入方法について 

 

  １ 会費の額   １戸 １００円 

  ２ 納入方法 

    別紙「各種団体会費一括納入表」記載のとおり 

  ３ 納入期限   平成３１年６月２８日（金） 
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議案第４号  矢沢地域振興会規約の改正について 

◎ 議案提出の経緯と方針 

・過去の矢沢地域振興会の役員会において、「総会運営の効率化の観点から、２年 

に１回実施している役員改選時の臨時総会を取りやめ、定期総会１回だけで対応で 

きるのではないか。」との意見が出されていました。 

・この件について、事務局で改めて検討した結果は次のとおりです。 

（１）役員の資格 

矢沢地域振興会規約第５条の２項に「役員は、矢沢地区内の行政区長、主要

な団体等の代表者及び学識経験者の内から、役員会において選出する。ただ

し、その選任に当たっては、総会の承認を得なければならない。」とある。 

（２）役員の任期 

規約第７条に「役員及び代議員の任期は２年とし、その任期の満了日は、任

期２年を経過する日の直近の定期総会開催日とする。ただし、補欠として選

任された場合の任期は、前任者の残任期間とする。なお、再任は妨げない。」 

とある。 

これらのことから、役員選出は①各団体の総会で代表者選任②矢沢地域振

興会の役員会で役員選出③矢沢地域振興会の定期総会で役員承認。という流

れから現在の規約でも、臨時総会を開催することなく定期総会 1 回で済ま

すことが可能と考えられる。すなわち、2 年に 1 回の役員改選時の役員会と

総会は、次のとおりに実施することが可能であると考えられる。 

各団体総会⇒矢沢地域振興会の新・旧役員会⇒矢沢地域振興会定期総会 

なお、代議員の任期及び満了日については、現在の規約では役員と同期

間としていますが、代議員については、任期 2 年、任期満了日を年度末と

するよう下記のとおり規約の改正を提案する。 

◎ 矢沢地域振興会規約の改正事項 

新旧対照表 

旧 新 

第７条 役員及び代議員の任期は２年

とし、その任期の満了日は、任期２年を

経過する日の直近の定期総会開催日と

する。ただし、補欠として選任された場

合の任期は、前任者の残任期間とする。

なお、再任は妨げない。 

 

第７条 役員の任期は２年とし、その

任期の満了日は、任期２年を経過する

日の直近の定期総会開催日とする。た

だし、補欠として選任された場合の任

期は、前任者の残任期間とする。なお、

再任は妨げない。 

２ 代議員の任期は２年とし、その任

期の満了日は、任期２年を経過する年

度末（３月末日）とする。ただし、補

欠として選任された場合の任期は、前

任者の残任期間とする。なお、再任は

妨げない。 
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矢 沢 地 域 振 興 会 規 約 

（目 的） 

第１条 この会は、地区ビジョン「愛おしき矢沢」の実現を目指して、住民参加

のもと活発な地域活動を行い、健康で豊かな住みよい地域づくりに資すること

を目的とする。 

 

（名 称） 

第２条 この会は、矢沢地域振興会（以下「本会」という。）と称する。 

 

（事務所） 

第３条 本会の事務所は、矢沢振興センター内に置く。 

 

（事 業） 

第４条 本会は、その目的の実現に資するため、次の事業を行う。 

（１）地域福祉の向上に関すること 

（２）環境衛生に関すること 

（３）生活道路等土木環境整備に関すること 

（４）交通安全に関すること 

（５）防犯に関すること 

（６）教育、文化の振興に関すること 

（７）体育の振興に関すること 

（８）農林業の振興に関すること 

（９）商工観光の振興に関すること 

（10）その他本会の目的達成に資する事業 

２ 本会は、花巻市の矢沢振興センター及び矢沢地区社会体育館指定管理業務を

受託実施するものとする。 

 

（役員及び代議員） 

第５条 本会に、役員として理事１８人以上２２人以内及び監事２人を置くもの

とする。（別表１「矢沢地域振興会役職員名簿」） 

２ 役員は、矢沢地区内の行政区長、主要な団体等の代表者及び学識経験者の内

から、役員会において選出する。ただし、その選任に当たっては、総会の承認

を得なければならない。 

３ 本会に、顧問若干名を置くことができる。顧問は、会長が委嘱する。 

第６条 本会に、代議員を置き、総会を構成する。（別表２「矢沢地域振興会代

議員名簿」） 

２ 代議員数は２８人以上３２人以内とし、矢沢地区内の主要な団体等（理事就

任団体等は除く）からの推薦及び各行政区内の自治会等から次の人数により推

薦あったものを代議員とする。 
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（１）矢沢行政区    ３人  （２）幸田行政区     １人  

（３）高松第一行政区  １人  （４）高松第二行政区   ２人 

（５）高松第三行政区  １人  （６）高木第一行政区   ２人 

（７）高木第二行政区  ４人  （８）高木第三行政区   ４人 

（９）高木小路行政区  ３人  （10）東十二丁目行政区  ３人 

 

第７条 役員の任期は２年とし、その任期の満了日は、任期２年を経過する日の直

近の定期総会開催日とする。ただし、補欠として選任された場合の任期は、前任

者の残任期間とする。なお、再任は妨げない。 

２ 代議員の任期は２年とし、その任期の満了日は、任期２年を経過する年度末（３

月末日）とする。ただし、補欠として選任された場合の任期は、前任者の残任期

間とする。なお、再任は妨げない。 

 

（役職及び部局） 

第８条 本会に、理事の互選により、次の役職を置く。 

（１）会 長    １名 

（２）副会長    ２名 

（３）部局担当理事 各部局１名以上 

 

第９条 本会に設置する部局及びその所管する業務は、次のとおりとする。 

（１）総務企画部 総務企画及び他に属さない事項に関すること 

（２）地域福祉部 地域福祉、民生児童に関すること 

（３）女性部   女性及び地域婦人会等に関すること 

（４）環境衛生部 環境公害、公衆衛生に関すること 

（５）土木環境部 道路等の環境改善に関すること 

（６）防犯部   防犯に関すること 

（７）交通安全部 交通安全に関すること 

（８）教育振興部 教育・文化の振興に関すること 

（９）体育振興部 体育の振興に関すること 

（10）農林振興部 農林業の振興に関すること 

（11）商工観光部 商工観光の振興に関すること 

（12）事務局   庶務、会計に関すること 

２ 本会は、特定の事業を適切かつ継続的に実施するため、特定事業部会（○○

事業チーム)を設置することができる。 

  特定事業部会の要員は、本会役員のほか部外から募ることができるものとす

る。 

３ 本会の部局及び特定事業部会の設置要綱は、必要に応じて別に定める。 

（役職員の職務） 

第１０条 役職員の職務は、次のとおりとする。 

（１）会長は、本会を代表し、会務を統括する。 
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（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときこれを代

理する。 

（３）部局担当理事は、所管する業務に係る企画立案及び業務執行の担当責任者

となる。 

（４）事務局に事務局長を置くことができる。 

   事務局長は、事務局担当理事の命により、事務局の事務を執行する。 

（５）監事は、本会の会計を監査し、役員会において報告指導するほか、総会に

おいてこれを報告する。 

（６）顧問は、本会に対し助言指導支援を行う。 

 

（会 議） 

第１１条 本会の会議は、総会及び役員会とする。 

 総会は、定期（年１回・４月）に開催するほか、臨時に開催できる。 

 役員会は、随時に開催する。 

２ 会議は、会長が召集する。 

３ 総会の議長は、その都度出席した代議員の中から選出する。 

 役員会の議長は、会長が行う。 

４ 会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。 

 

（会議の付議事項） 

第１２条 総会に付議する事項は、次のとおりである。 

（１）事業計画及び予算に関すること 

（２）事業実績及び決算の承認に関すること 

（３）規約の改廃に関すること 

（４）役員の承認に関すること 

（５）その他重要な事項 

第１３条 役員会は、本会の執行機関であり、その付議するべき主な事項は、次

のとおりである。 

（１）総会に付議する事項に関すること 

（２）総会で議決するまでの間に必要となる経常的かつ最低限の暫定予算に関す

ること 

（３）予算の軽微な補正に関すること 

（４）本会規約に基づき策定する規定等に関すること 

（５）重要な業務の執行に関すること 

（６）その他必要な事項 

 

（会 計） 

第１４条 本会の経費は、市交付金、会費及びその他収入をもって充てる。 

２ 本会の会計年度は、４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

（補 則） 
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第１５条 本規約のほか、本会の運営上必要な事項は、役員会において別に定め

る。 

 

（附 則） 

１ この規約は、平成１９年４月１４日から施行する。 

２ 平成１９年度の役員及び代議員の任期は、第７条の規定に関わらず、１年と

する。 

３ 矢沢地域振興協議会規約（昭和60年1月14日施行）は、平成１９年４月１４日

に廃止する。 

（附 則）この規約は、平成２０年５月１０日に一部改正し、施行する。 

（附 則）この規約は、平成２３年１月１７日に一部改正し、施行する。 

（附 則）この規約は、平成２４年４月１４日に一部改正施行し、改正後の規定

は、平成２４年４月１日から適用する。 

（附 則）この規約は、平成２８年４月１６日に一部改正施行し、改正後の規約

は、平成２８年４月１日から適用する。 

（附 則）この規約は、平成３１年４月１３日から施行する。 
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   矢 沢 地 域 振 興 会 運 営 細 則  

第 1 趣旨 

   この細則は、矢沢地域振興会規約第１５条に基づき、矢沢地域振興会 

（以下、｢矢振会｣という。）の運営に必要な事項を定める。  

第 2  規約第６条第２項関係 

１ 代議員の推薦 

   矢沢地域振興会規約第 6 条第 2 項に基づき代議員を推薦する場合は、 

  次に掲げる様式により行うものとする。 

(1) 矢沢地域振興会代議員(補欠)推薦届(様式第 1 号) 

第３ 規約第８条、９条及び１０条関係 

 １ 辞令書の交付 

   役職員の任命にあたって辞令書の交付が必要な場合は、花巻市の例による。 

２ 報酬、賃金 

  （１）会長、副会長及び事務局担当理事に予算の範囲内で報酬を支給するもの

とする。 

  （２）事務局長(専任)及び事務員に予算の範囲内で給与又は賃金を支給するも

のとする。 

３ 日当、手当 

（１）役員及び特定事業部会要員(報酬、賃金の受給者を除く。)が会議等 

に出席した場合、日当（１回１，０００円）を支給することがある。 

  （２）事務局事務員があらかじめ命令された勤務時間を超えて勤務した場合、

超過勤務手当（１時間８００円）を支給するものとする。 

  （３）事務局事務員に通勤手当などその他の手当の支給を要する場合は、花巻

市の臨時職員の例による。 

 ４ 就業時間等 

事務局事務員の勤務を要する日及びその勤務時間帯は、会長の命ずるところ

による。 

 ５ 服務規律及び福利厚生 

（１）事務局事務員に係る服務規律及び福利厚生は、花巻市の臨時職員の例に

よる。 

第４ 規約第１１条関係 

 １ 総会成立要件 

   総会は、代議員の出席者が定数の３分の２以上であることを成立要件 

とする。 

   なお、委任状による出席は妨げない。 

第５ 第１４条関係 

 １ 市交付金交付申請等事務 

   市交付金の交付に係る事務は、「花巻市地域づくり交付金交付要綱（平成１

９年花巻市告示第１２５）」に基づき行う。 
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第６ 第１５条関係 

１ 事業採択 

   矢振会は、矢沢地域ビジョン「愛おしき矢沢」の実現を目指し事業を実施す

るものであり、本会の自主的な企画立案による事業並びに行政区及び団体等か

ら採択申請のあった事業を勘案し実施するものとする。 

   事業採択申請は、次に掲げる様式により行うものとする。 

（１）矢沢地域振興会地域づくり事業採択申請書（様式第 2 号） 

２ 事業種別 

   矢振会の事業の種別は、矢振会が直接実施する事業（直轄事業）、矢振会が

他に委託して実施する事業（委託事業）及び他団体等が事業主体となって実施

する事業（補助事業）とする。 

 ３ 補助事業の補助率 

   補助事業の補助金の助成率は、原則として次のとおりとする。 

（１）花巻市に同様の補助金助成制度がある場合、その制度及び補助率を準用す

る。 

 （２）前号以外の補助事業の補助率は３分の２を標準とし、事業の重要性、予算

の状況及び事業主体の状況を勘案して定めるものとする。 

 ただし自治公民館の備品取得事業補助率については２分の１以内とする。 

 ４ 事務処理要領 

   矢振会の事務処理の要領は、次に掲げるものなど別に定めのあるものを除

き、花巻市の財務会計諸規定などの必要な諸基準を準用するものとする。 

（１）矢沢地域振興会起案用紙（様式第 3 号） 

（２）矢沢地域振興会地域づくり事業の実施及び交付金充当予定額の決定につ

いて（様式第４号） 

（３）矢沢地域振興会地域づくり事業交付（補助）金請求書（様式第５号） 

（４）矢沢地域振興会地域づくり事業完了確認書（様式第６号） 

事業の完了を書類などで証することが困難な場合、矢振会役職員が現場

で事業の完了を確認するものとする。 

（５）収入伺書（収入伝票）（様式第７号） 

（６）支出伺書（支出伝票）（様式第８号） 

（７）矢沢地域振興会財産管理簿（様式第９号） 

（８）自家用車使用届出簿(様式第１０号) 

（ 附 則 ） 

１ この細則は、矢沢地域振興会運営細則（平成 19 年 5 月 14 日）を全部改正し、

平成２３年４月１日から施行する。 

２ 矢沢地域振興会運営細則（平成 19 年 5 月 14 日）は、平成２３年３月３１日に

廃止する。 

３ この規定は、平成２７年４月１日から施行する。 

４ この規定は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


